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令和 7 年度埼玉県国公立高等学校等専攻科の生徒への 

奨 学
しょうがく

のための給付
きゅうふ

金
きん

（早期
そ う き

給付
きゅうふ

） 
 申請のしおり 

 
 
給付金年額のうち４〜６月分の早期給付を希望する場合は、指定する日までに申請書類を
学校へ提出してください。 
 
１ 奨学のための給付金とは 

○ 授業料以外の教育費を支援する制度です。 【返還不要】 

○ 給付を希望する場合は、申請書類の提出が必要です。 

（希望しない方は、提出する必要はありません。） 

 
２ 給付額 

世帯状況 給付額 

市町村民税・道府県民税所得割非課税世帯・家計急変世帯 
１２，６２５円 

（年額 ５０，５００円） 

市町村民税・道府県民税所得割 105,500 円未満の世帯・ 
家計急変により 105,500 円未満に相当する世帯 

２，５２５円 
（年額 １０，１００円） 

市町村民税・道府県民税所得割 264,500 円未満・ 
家計急変により 264,500 円未満に相当する、かつ、 
扶養する子が 3 人以上いる世帯 

２，５２５円 
（年額 １０，１００円） 

 
お 問 い 合 わ せ 

① 生徒が在学している学校 
または  

② 埼玉県高等学校修学支援制度事務局  
TEL 048-711-7012 

 

彩の国 

埼玉県 

埼玉県のマスコット 
「コバトン」「さいたまっち」 

検索 埼玉県国公立高等学校等奨学のための給付金 ☜ 
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３ 対象となる方 
次の（１）〜（３）の要件を基準日（令和７年４月１日）現在ですべて満たしている

必要があります。 
（１）専攻科支援金の支給を受ける資格を有している生徒（以下「生徒」という。）

がいる世帯 
（２）次のいずれかに該当する世帯 

❶市町村民税・道府県民税所得割額の合算が０円（非課税）の世帯 

   ❷市町村民税・道府県民税所得割額の合算が 105,500 円未満の世帯（❶を除
く。） 

   ❸市町村民税・道府県民税所得割額の合算が 264,500 円未満であり、かつ、
扶養する子が 3 人以上いる世帯（❶及び❷を除く。） 

※いずれも家計急変による経済的理由から、市町村民税・道府県民税所得割額 
の合算が❶〜❸に相当する世帯＊1 も対象となる。 

（３）生計維持者（父母等）が埼玉県内に住所を有している世帯 
＜留意点＞ 
● 生徒が児童養護施設等に入所又は里親に委託されており、措置費（見学旅行費又は特別育成

費）が支給されている場合は、この制度の対象となりません。 
● 生計維持者（父母等）が令和６年 1 月 1 日時点で海外におり、住民税が課税されていない

場合は、この制度の対象となりません（家計急変世帯を除く。）。 
● 生計維持者（父母等）が埼玉県外に居住の場合は、お住まいの都道府県へお問い合わせくだ

さい。 

  ＊1 「家計急変による経済的理由から、市町村民税・道府県民税所得割額の合算が０円（非課 
税）に相当する世帯」とは、生計維持者それぞれの年収見込額が下表の基準額を下回る世帯を 
いいます。なお、❷〜❸に相当するかについては、お通いの事務室にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
         ＊2 世帯人数＝本人＋控除対象配偶者＋扶養親族 
         例）父親が母親と子２人を扶養している世帯の場合 
        父親︓４人世帯（本人＋母親＋子２人）の欄に当てはめる 
        母親︓１人世帯（誰も扶養していないので本人のみ）の欄に当てはめる 

   

 

 

世帯構成＊2 年収基準額 所得基準額 

１人世帯（本人のみ） 1,000,000 円 450,000 円 

２人世帯 2,043,999 円 1,350,000 円 

３人世帯 2,215,999 円 1,470,000 円 

４人世帯 2,715,999 円 1,820,000 円 

５人世帯 3,215,999 円 2,170,000 円 

６人世帯 3,703,999 円 2,520,000 円 

7 人世帯 4,140,000 円 2,870,000 円 

8 人世帯 4,576,000 円 3,220,000 円 

←左表の基 準 額 の

年 収 と は 、会 社 員

の 場 合 は 給 与 収

入 を 指 し ま す 。自

営 業 者 の 場 合 は 、

収 入 か ら 必 要 経

費 を 差 し 引 い た

所 得 金 額 を 指 し

ま す 。  
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４ 必要な手続き 

（１）申請方法 
「（２）申請書類」にある必要な書類を期日までに、学校へ提出してください。

※ 提出期限については、お通いの学校にお問い合わせ・ご相談ください。 

（２）申請書類 （〇︓必須、－︓不要） 
世帯の状況に該当する申請書類をご確認ください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊世帯の状況は、以下の日付時点、又は期間で該当するか判断します。 

 非課税世帯    R5.1.1～R5.12.31 の収入状況 

 家計急変世帯   R7.4.1 以前の家計急変 

生徒が通う 
学校 

世帯の状況
*
 

参照 

ページ 
申請書 

振込 

口座届 

扶養親族

申告書 

在学 

証明書 

課税 

証明書 

家計状況

確認書類 

 
 
 
 
埼玉県内の 
・県立高校 
・市立高校 

A.非課税世帯また 
は 105,500 円未 
満(非課税世帯を
除く)の世帯 

P4 〇 〇 － － 〇 － 

B.264,500 円未満 
であり、かつ、扶 
養する子が 3 人 
以 上 い る 世 帯
(A)を除く 

P5 〇 〇 〇 － 〇 － 

C.家計急変により 
A、B に相当する 
世帯 

P6 〇 〇 B のみ － 〇 〇 

 
 
 
 
国立高校・ 
埼玉県外の公
立高校  

A.非課税世帯また 
は 105,500 円未 
満(非課税世帯を
除く)の世帯  

P4 〇 〇 － － 〇 － 

B.264,500 円未満 
であり、かつ、扶 
養する子が 3 人 
以上いる世帯 
(A)を除く 

P5 〇 〇 〇 － 〇 － 

C.家計急変により 
A、B に相当する 
世帯 

P6 〇 〇 B のみ － 〇 〇 

～埼玉県在住で県外の学校へお通いの方の提出先～ 

 千葉、群馬、栃木、茨城県内の公立高校に在学されている方は、お通

いの学校からの案内に従ってご提出ください。 

 上記以外の公立高校に在学している場合、埼玉県教育局へご提出くだ

さい。 
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 ① 申請書（埼玉県国公立高等学校等専攻科の生徒への奨学のための給付金受給申請書） 

 記入方法は、世帯別の「記入例」（10〜11 ページ）を参照してください。 

 
 ② 振込口座届（様式第５号「埼玉県国公立高等学校等専攻科の生徒への奨学のための給付金振込口座届」） 

 通帳の写し等、口座名義のわかる書類を必ず添付してください。 
※ 生徒本人又は生計維持者の口座を指定してください。 

  （生徒又は生計維持者以外の場合、別途「委任状」の提出が必要です。学校へご連絡ください。）  

 
 ③ 令和 6 年度（5 年分） 課税（非課税）証明書等 
   ※ 生計維持者全員分の令和 6 年度の市町村民税所得割額と道府県民税所得割額が記載さ

れている書類（以下 a〜c のいずれか）を御提出ください。 
 

提出書類（いずれか１つ） 取得方法 

a 令和 6 年度課税証明書 市町村役場の窓口で取得できます。 

b 
令和 6 年度 
特別徴収税額決定（変更）通知書 

主に会社員の方へ毎年６月頃勤務先を通じて
配布されます。 

c 令和 6 年度納税通知書 
自営業者や住民税を直接納付している方へ市
町村から送付されます。 

   【書類を提出する上での注意事項】 
● 証明書類等は、原則生計維持者（父母等）全員分が必要です。 

⇒ 控除対象配偶者分の省略はできません。（例：父母がいる場合は父と母の両方分） 

● やむを得ず、書類の提出が困難な場合は、学校へご相談ください。 

● 「a 課税証明書」について 
⇒ 写しを提出する場合は、記載された部分が切れないように写しを取ってください。   
 （確認箇所：氏名・年度・市町村民税所得割・道府県民税所得割） 

⇒ 確定申告が必要な方は、申告を済ませた後の証明書をご提出ください。 

 
  
 ④ 生徒本人の在学証明書 

  埼玉県外の学校に在学している場合のみ提出してください。 

※ 千葉・茨城・栃木・群馬県の教育委員会を経由して提出する場合は省略できます。 

 
 

【R5.1.1～R5.12.31 の収入】 

A .令和 6 年度 非課税又は 105,500 円未満の世帯の 

方が提出するもの 

埼玉県外に通学の方のみ 提出 

全員必要 

全員必要 

全員必要 
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 ① 申請書（埼玉県国公立高等学校等専攻科の生徒への奨学のための給付金受給申請書） 

 記入方法は、世帯別の「記入例」（12〜１3 ページ）を参照してください。 

 
 ② 振込口座届（様式第５号「埼玉県国公立高等学校等専攻科の生徒への奨学のための給付金振込口座届」） 

 通帳の写し等、口座名義のわかる書類を必ず添付してください。 
※ 生徒本人又は生計維持者の口座を指定してください。 

  （生徒又は生計維持者以外の場合、別途「委任状」の提出が必要です。学校へご連絡ください。）  

 
 ③ 令和 6 年度（5 年分） 課税証明書等 
   ※ 生計維持者全員分の令和 6 年度の市町村民税所得割額と道府県民税所得割額が記載さ

れている書類（以下 a〜c のいずれか）を御提出ください。 
提出書類（いずれか１つ） 取得方法 

a 令和 6 年度課税証明書 市町村役場の窓口で取得できます。 

b 
令和 6 年度 
特別徴収税額決定（変更）通知書 

主に会社員の方へ毎年６月頃勤務先を通じて
配布されます。 

c 令和 6 年度納税通知書 
自営業者や住民税を直接納付している方へ市
町村から送付されます。 

   【書類を提出する上での注意事項】 
● 証明書類等は、原則生計維持者（父母等）全員分が必要です。 

⇒ 控除対象配偶者分の省略はできません。（例：父母がいる場合は父と母の両方分） 

● やむを得ず、書類の提出が困難な場合は、学校へご相談ください。 

● 「a 課税証明書」について 

⇒ 必ず、扶養親族数が記載されているものをご提出ください。 
⇒ 写しを提出する場合は、記載された部分が切れないように写しを取ってください。   
 （確認箇所：氏名・年度・市町村民税所得割・道府県民税所得割・扶養親族数） 

⇒ 確定申告が必要な方は、申告を済ませた後の証明書をご提出ください。 

 
 ④ 扶養親族申告書（様式第 11 号「扶養親族申告書」） 
 令和 6 年度に実際に扶養している親族（配偶者を除く）全員について記載

してください。 
※ 課税証明書等に記載されていない令和６年１月１日以降に出生等により新たに扶養す 

ることとなった子等がいる場合は、証明書類を添付の上、ご提出ください。 
   ※ 扶養親族の生年月日に誤りがないようご注意ください。 
 
 
 ⑤ 生徒本人の在学証明書 

  埼玉県外の学校に在学している場合のみ提出してください。 

※ 千葉・茨城・栃木・群馬県の教育委員会を経由して提出する場合は省略できます。 

【R5.1.1～R5.12.31 の収入】 

B .令和 6 年度 105,500 円以上 264,500 円未満、かつ、扶養

する子が 3 人以上の世帯の方が提出するもの 

埼玉県外に通学の方のみ 提出 

全員必要 

全員必要 

全員必要 

全員必要 
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 ① 申請書（埼玉県国公立高等学校等専攻科の生徒への奨学のための給付金受給申請書） 

 記入方法は、世帯別の「記入例」（14〜15 ページ）を参照してください。 

 
 ② 振込口座届（様式第５号「埼玉県国公立高等学校等専攻科の生徒への奨学のための給付金振込口座届」） 

 通帳の写し等、口座名義のわかる書類を必ず添付してください。 
※ 生徒本人、又は、生計維持者の口座を指定してください。 

  （生徒又は生計維持者以外の場合、別途「委任状」提出が必要です。学校へご連絡ください。）  

 
 ③ 令和 6 年度（5 年分） 課税証明書等 
   ※ 生計維持者全員分の令和６年度の市町村民税所得割額と道府県民税所得割額が記載さ

れている書類（以下 a〜c のいずれか）をご提出ください。 
提出書類（いずれか１つ） 取得方法 

a 令和６年度課税証明書 市町村役場の窓口で取得できます。 

b 
令和６年度 
特別徴収税額決定（変更）通知書 

主に会社員の方へ毎年６月頃勤務先を通じて
配布されます。 

c 令和６年度納税通知書 
自営業者や住民税を直接納付している方へ市
町村から送付されます。 

   【書類を提出する上での注意事項】 
● 証明書類等は、原則生計維持者（父母等）全員分が必要です。 

⇒ 控除対象配偶者分の省略はできません。（例：父母がいる場合は父と母の両方分） 

● やむを得ず、書類の提出が困難な場合は、学校へご相談ください。 

● 「a 課税証明書」について 

⇒ 必ず、扶養親族数が記載されているものをご提出ください。 
⇒ 写しを提出する場合は、記載された部分が切れないように写しを取ってください。   
 （確認箇所：氏名・年度・市町村民税所得割・道府県民税所得割・扶養親族数） 

⇒ 確定申告が必要な方は、申告を済ませた後の証明書をご提出ください。 
  

【R7.4.1 以前の家計急変】 

C. 家計急変世帯の方が提出するもの 

次ページに続く 

全員必要 

全員必要 

全員必要 
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 ④ 生計維持者等の家計急変の発生事由や収入状況を証明する書類 

 所得要件を満たさない生計維持者全員分の書類（以下 a～c のいずれか）を提

出してください。 

 

家計急変の事由 必要書類 具体例 

a 

給与・所得の減少 家計急変後の収入を
証明する書類 

 直近３か月分の給与明細書の写し 

 給与支払者による給与支払（見込）証明書 

（16 ページ参照） 

 事業所得証明書（17 ページ参照） 

 税理士又は公認会計士作成の年収見込を

証明する書類 等 

b 

離職・破産 無職・無収入を証明 
する書類 
※定年退職等は家計

急変事由の対象外。 

 離職票 

 廃業等届出 

 罹災証明書 

 診断書 

 雇用保険受給 

資格者証 等 

 退職証明書 

 解雇通告書 

 破産宣告通知書 

 非課税証明書 

c 

離別・死別 
（R6.１.１〜 

R7.４.1 間に発生

したものに限る） 

①離別・死別を証明す

る書類 
 
及び 
 

②家計急変後の収入

を証明する書類 

①離別・死別を証明する書類 

 離婚届受理証明書 

 死亡診断書 等 

 書類の提出が困難な場合 

⇒ 離別死別した時期を学校担当者に 

  お知らせください。（様式任意） 

及び 
 
②家計急変後の収入を証明する書類 

収入がある場合は、それを証明する書類を提

出してください。（上記 a 参照） 

 
 
  

⑤ 扶養親族申告書（様式第 11 号「扶養親族申告書」） 
 令和 6 年度（R5.12.31 時点）に実際に扶養している親族（配偶者を除

く）全員について記載してください。 
※ 課税証明書等に記載されていない令和６年１月１日以降に出生等により新たに扶養す 

ることになった子等がいる場合は、証明書類を添付の上、ご提出ください。 
   ※ 扶養親族の生年月日に誤りがないようご注意ください。 
 
  
 ⑥ 生徒本人の在学証明書 

 埼玉県外の学校に在学している場合のみ提出してください。 

※ 千葉・茨城・栃木・群馬県の教育委員会を経由して提出する場合は省略できます 

埼玉県外の方のみ 要提出 

所得割額合計が 105,500 円超～264,500 円未満であり、扶養する子が 3 人以上いる世帯

の場合のみ 要提出 

全員必要 
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５ 給付（振込）先 
給付金振込口座届（様式第５号）で指定した口座に振り込みます。 

 
6 申請・給付時期  
 令和７年７月末以降に、指定した口座に振り込みます。 

※ 申請書の提出が遅れた場合や、提出書類に不備がある場合など、審査状

況によって給付時期が遅れる可能性があります。 

 申請と給付の時期については、下部の図を参考にしてください。 

 
【早期給付】 

給付金の年額の１／４（４月～６月分）を新入生の入学時に、前倒し給付するものです。 

 令和 6 年度の税額等で受給の可否を審査します。 

 残りの年額の３／４（７月～翌年３月分）を受給するためには、 

７月以降に再度ご案内する【通常申請*】で再度の申請が必要です。 
 

＊【通常申請】 

（１）早期給付を受給している場合 

 給付金の年額の３／４（７月～翌年３月分）を給付するものです。 

 令和 7 年度の税額等で受給の可否を再度審査します。 

（２）早期給付を受給していない場合 

 給付金の年額を給付するものです。 

 令和 7 年度の税額等で受給の可否を審査します。 

※ 令和 7 年度が非課税であれば、早期給付を申請しなくても 

  通常申請によって年額を受給できます。 
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よくある質問と回答 

質問 課税証明書の見方について教えてほしい 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「市町村民税所得割額」と「県民税所得割額」の合算が「3 対象となる方」に記載の所得
要件を満たせば給付金対象世帯です。 
※ 「市町村民税均等割」と「県民税均等割」は合算しなくても構いません。 
※ 上の図は、さいたま市の様式です。お住まいの市町村により証明書の名称が異なります。 
※ 市町村民税・道府県民税所得割額の合算が 264,500 円未満（3 ページ（２）を除く）の世

帯は、所得要件以外に扶養する子の数が 3 人以上いる必要があります。 

  

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

\●●●

＊＊　以下余白　＊＊

課税総所得

　　

　　

　　

　　

　　

\●●●

\●●●

\●●●

\●●●

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

  

  

  

\●●●

  

  

  

  

  

  

  

＊＊　以下余白　＊＊

（給与収入）

給与所得

\●●●

\●●●

\●●●

社会保険料控除

生命保険料控除

総所得金額

＊＊　以下余白　＊＊

●●●証第●●●●●●●●号

\●●●

合計所得金額

総所得金額等

＊＊　以下余白　＊＊

\●●●

\●●●

\●●●

\●●●

住民税課税額合計\●●●

埼玉県さいたま市●●区●●▲丁目▲番▲号

●●　●●

賦課期日住所

（1月1日）

賦課期日氏名

（1月1日）

本　　人　　該　　当

令和●●年中の合計所得金額 課　　　　　　　　税　　　　　　　　額

所　得　の　種　類　・　金　額 控　除　の　種　類　・　金　額 課 税 標 準 額 の 種 類 ・ 金 額

基礎控除

所得控除計

＊＊　以下余白　＊＊

　　

控除対象配偶者 扶　養　人　数 障　害　人　数

その他
特　別

普通
寡

夫一般 老人 内同居 内同居 特別

未

成

年

老　人 寡　婦

特別

勤労

学生普通

老

年

者

令和●●年　●月●●日

摘　　要

人 人 人 人 人 人 人

上記のとおり相違ないことを証明します。

該
当
区
分
等

有
無 特定

一般

障　害

　　

　　

　　

　　

さいたま市●●区長

（内）市民税所得割

（内）市民税均等割

（内）県民税所得割

（内）県民税均等割

　　

　　

　　

　　

●人

・人的控除差調整額（市）

・人的控除差調整額（県）

＊＊　以下余白　＊＊

\●●●

\●●●

・１６歳未満扶養親族の人数
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                              給与支払証明書 記入例  
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                              事業所得証明書 記入例  
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                              扶養親族申告書 記入例                            
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                              扶養親族申告書 記入例                            
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普通預金

ﾌﾘｶﾞﾅ

名 前

支店名

口座番号

金融機関名

口座名義

 

預金通帳等添付欄

通帳見開き部分（金融機関名・支店名・口座番号・口座名義（カナ）等が書いてあ
るページ）の写しを添付してください。

※

様式第５号（第５条） 

 

（宛先）                 令和   年   月   日  

 埼玉県教育委員会 

 

 

埼玉県国公立高等学校等専攻科の生徒への奨学のための給付金振込口座届 

 

 

          申 請 者 (父 母 等 )氏 名                  

          支 給 対 象 高 校 生 等 氏 名                  

          支給対象高校生等在籍校名                  

 

埼玉県国公立高等学校等専攻科の生徒への奨学のための給付金については、下記の口座に振り

込んでください。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入上の注意 

１ 口座名義は、原則申請者（父母等）本人の名義とすること。 

２ 預金通帳等の写し等、口座番号等の上記内容が確認できるものを下部に添付すること。 

３ 振込口座名義が生計維持者又は生徒以外の場合、別途「委任状」の提出が必要である

ため、在学する学校へ連絡してください。 

 

  

申請者全員が必ず提出してください。 
※ 本様式の提出がない場合は、奨学のための給付金が支給されません。 
※ 申請後に口座に変更があった場合は、速やかに学校担当者まで申し出

てください。 


